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1 日時   令和７年３月 26日(水曜日)午前９時 30分～午前 11時 45分 

2 場所   人事委員室（Web会議併用） 

3 出席者  委員長 西村 捷三、委員 西出 智幸、委員 能村 盛隆 

       事務局長以下６名 

4 議案等 

【議案】 

第 97号 大阪市職員（カムバック採用）採用選考の承認について 

第 98号 職員（技術職員（海技））採用選考の承認及び実施について 

第 99号 職員（研究副主幹［学芸員］）採用選考の承認及び実施について 

第 100号 職員(消防吏員Ａ・Ｂ、保育士)採用試験の実施について 

第 101号 職員採用選考実施要綱の一部改正について 

第 102号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の一部改正について 

第 103号 職員の定年等に関する規則の一部改正について 

第 104号 職員の休暇に関する規則の一部改正について 

第 105号 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 

第 106号 職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部改正について 

第 107号 職員の号給を決定する基準に関する規則の一部改正について 

第 108号 職員の休暇に関する規則の施行について必要な事項に関する協議について

（回答） 

第 109号 職員の特殊勤務手当の運用について（回答） 

第 110号 職員の給与に関する条例等に基づく市規則の一部改正に関する協議について

（回答） 

【報告事項】 

第 67号 令和７年度採用試験のご案内について 

第 68号 長期係属中の審査請求事案の対応状況について 

第 69号 令和６年度労働基準法等の適用状況調査（定期調査・フォローアップ調査）

にかかる調査結果について 

  



5 議事要旨 

・議案第 97号について 

大阪市職員（カムバック採用）採用選考の承認について、総務局より説明し、審議

の結果、案のとおり承認することに決定。 

・議案第 98号について 

職員（技術職員（海技））採用選考の承認及び実施について、事務局及び港湾局よ

り説明し、審議の結果、案のとおり実施することに決定。 

・議案第 99号について 

職員（研究副主幹［学芸員］）採用選考の承認及び実施について、事務局及び経済

戦略局より説明し、審議の結果、案のとおり実施することに決定。 

・議案第 100号について 

職員(消防吏員Ａ・Ｂ、保育士)採用試験の実施について、事務局より説明し、審議

の結果、案のとおり実施することに決定。 

・議案第 101号について 

職員採用選考実施要綱の一部改正について、事務局より説明し、審議の結果、実施

することに決定。 

・議案第 102号について 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則の一部改正について、事務

局より説明し、審議の結果、改正案どおり改正し、公布することに決定。 

・議案第 103号について 

職員の定年等に関する規則の一部改正について、事務局より説明し、審議の結果、

改正案どおり改正し、公布することに決定。 

・議案第 104号について 

職員の休暇に関する規則の一部改正について、事務局より説明し、審議の結果、改

正案どおり改正し、公布することに決定。 

・議案第 105号について 

管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について、事務局より説明し、審議の結

果、改正案どおり改正し、公布することに決定。 

・議案第 106号について 

職員の職務の級を決定する基準等に関する規則の一部改正について、事務局より説

明し、審議の結果、改正案どおり改正し、公布することに決定。 

・議案第 107号について 

職員の号給を決定する基準に関する規則の一部改正について、事務局より説明し、

審議の結果、改正案どおり改正し、公布することに決定。 



・議案第 108号について 

職員の休暇に関する規則の施行について必要な事項に関する協議について、事務局

より説明し、審議の結果、異議ない旨、回答することに決定。 

・議案第 109号について 

職員の特殊勤務手当の運用について、改正内容等について事務局より説明し、審議

の結果、承認することに決定。 

・議案第 110号について 

職員の給与に関する条例等に基づく市規則の一部改正に関する協議について、事務

局より説明し、審議の結果、異議ない旨、回答することに決定。 

・報告事項第 67号について 

令和７年度採用試験のご案内について、事務局より報告。 

・報告事項第 68号について 

長期係属中の審査請求事案の対応状況について、事務局より報告。 

・報告事項第 69号について 

令和６年度労働基準法等の適用状況調査（定期調査・フォローアップ調査）にかか

る調査結果について、事務局より報告。 


